
   津市意思疎通支援事業実施要綱 

 

                   平成３０年３月３０日訓第２８号 

 

 津市手話通訳者及び要約筆記者派遣事業実施要綱（平成１８年津市訓第１３

５号）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通

を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障

害者等（以下「聴覚障害者等」という。）とその他の者との意思疎通を支援

するため、障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第２２条第１項及び障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法

律第１２３号）第７７条第１項第６号の規定に基づき、意思疎通支援者（手

話通訳者又は要約筆記者であって、第５条第３項の規定により登録台帳に登

録されたものをいう。以下同じ。）を派遣することに関し必要な事項を定め

るものとする。 

（事業の内容等） 

第２条 市長は、意思疎通支援事業（以下「事業」という。）として、次に掲

げる業務を行う。 

⑴ 意思疎通支援者の登録及び派遣に関する業務 

⑵ 前号に掲げる業務を行う連絡調整業務等担当者の設置に関する業務 

⑶ 津市意思疎通支援事業運営懇話会に関する業務 

⑷ 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に必要と認められる業務 

（市の責務） 

第３条 市長は、この事業に従事する意思疎通支援者の健康と安全の確保に努

めなければならない。 

 （意思疎通支援者の要件） 

第４条 意思疎通支援者は、聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有する満１８

歳以上の者（本市の区域内に住所を有する者又は本市の区域内に存する事務

所等に勤務する者に限る。）であって、手話通訳又は要約筆記が可能な資質

と技術を習得していると認められるものとする。 

（意思疎通支援者の登録） 

第５条 意思疎通支援者として登録を受けようとする者（以下「登録申請者」 



という。）は、別に定める登録申請書に、手話通訳者については第１号から

第３号までに掲げるいずれかの書類を、要約筆記者については第４号及び第

５号に掲げる書類をそれぞれ添付して、市長に申請するものとする。 

⑴ 手話通訳士又は手話通訳者統一試験の合格者であることを証する書類 

⑵ 手話通訳者認定試験の合格者であることを証する書類 

⑶ 手話通訳者登録試験の合格者であることを証する書類 

⑷ 要約筆記奉仕員養成講座の修了者であることを証する書類 

⑸ 要約筆記者認定試験の合格者であることを証する書類 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査の上、登録の

可否を決定し、別に定める登録決定（却下）通知書により当該登録申請者に

通知するものとする。 

３ 市長は、前項の規定により登録を決定したときは、登録台帳に登録するも

のとする。 

（意思疎通支援者証の交付等） 

第６条 市長は、意思疎通支援者に意思疎通支援者証（別記様式）を交付する

ものとする。 

２ 意思疎通支援者は、手話通訳業務又は要約筆記業務（以下「意思疎通支援

業務」という。）を行うときは、常に意思疎通支援者証を携帯し、関係人の

請求があったときは、これを提示しなければならない。 

３ 意思疎通支援者は、意思疎通支援者証を汚損し、又は紛失したときは、速

やかに別に定める紛失等届兼再交付申請書を市長に提出し、その再交付を受

けなければならない。 

４ 意思疎通支援者は、登録事項に変更があるときは、速やかに別に定める登

録事項変更届を市長に提出するものとする。 

５ 市長は、意思疎通支援者が次の各号のいずれかに該当するときは、意思疎

通支援者の登録を取り消すものとする。 

⑴ 意思疎通支援者が登録の辞退を申し出たとき。 

⑵ 第８条に規定する責務に違反したとき。 

⑶ その他市長が登録が不適当と認めるとき。 

６ 意思疎通支援者は、前項の規定により登録を取り消されたときは、意思疎

通支援者証を市長に返還しなければならない。 

 （意思疎通支援業務の一時休止） 

第７条 意思疎通支援者は、病気、家族の介護その他やむを得ない事情がある



場合は、登録を継続したまま意思疎通支援業務を一時的に休止することがで

きる。この場合において、意思疎通支援者は、別に定める一時休止届を市長

に提出するものとする。 

（意思疎通支援者の責務） 

第８条 意思疎通支援者は、意思疎通支援業務を行うに当たって、次に掲げる

事項を遵守しなければならない。 

⑴ 意思疎通支援業務を通じて知り得た情報を本人の同意を得ないで第三者

に提供してはならないこと。 

⑵ 聴覚障害者等の主体的な社会参加を促進するための情報保障に努めるこ

と。 

⑶ 聴覚障害者等の円滑なコミュニケーションを図るため、手話通訳又は要

約筆記のみに限定せずに、必要に応じて口話、筆談等を使い、あらゆる状

況に対応すること。 

⑷ 手話通訳又は要約筆記の技術及び聴覚障害者等に関する知識の向上に努

めること。 

２ 前項第１号に掲げる事項について、意思疎通支援者を辞した後も同様とす

る。 

（派遣の対象者等） 

第９条 意思疎通支援者の派遣の対象となる者は、本市の区域内に居住し、身

体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定による

身体障害者手帳の交付を受けている聴覚障害者等とする。ただし、市長が特

に必要と認めるときは、この限りでない。 

（派遣の内容等） 

第１０条 意思疎通支援者の派遣は、次に掲げる場合を除き、市長が聴覚障害

者等の日常生活及び社会生活を営むために必要と認める場合に行うものとす

る。 

⑴ 派遣の目的が意思疎通支援者の派遣として適切でないと市長が判断した

とき。 

⑵ 大会等の主催者の責任において手話通訳者又は要約筆記者を手配すべき

であると市長が判断したとき。 

（派遣の区域及び時間) 

第１１条 意思疎通支援者の派遣の対象となる区域は、本市の区域内とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、意思疎通支援者を派遣することが必要



であると認めるときは、意思疎通支援者を本市の区域外に派遣することがで

きるものとする。この場合において、当該派遣先が遠隔地である等の理由に

より意思疎通支援者を派遣することができないときは、市長は他の市町村に

対して手話通訳者又は要約筆記者の派遣を依頼するものとする。 

３ 意思疎通支援者の派遣の対象となる時間は、午前８時から午後１０時まで

とする。ただし、緊急その他の理由によりやむを得ないと認めるときは、こ

の限りでない。 

（派遣の申請） 

第１２条 意思疎通支援者の派遣を申請することができる者（以下「派遣申請

者」という。）は、次に掲げるものとする。 

⑴ 第９条に規定する聴覚障害者等（以下この項において同じ。）及びその

家族等 

⑵ 聴覚障害者等で構成する団体 

⑶ 聴覚障害者等に対して意思疎通の手段として手話通訳又は要約筆記を必

要とする個人又は団体 

⑷ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 

２ 派遣申請者は、意思疎通支援者の派遣を希望する日の７日前までに、別に

定める派遣申請書により市長に申請するものとする。ただし、緊急その他の

理由によりやむを得ないと認めるときは、この限りでない。 

（派遣の決定） 

第１３条 市長は、前条第２項の規定による申請があったときは、内容を審査

の上、意思疎通支援者の派遣の可否を決定し、別に定める派遣決定（却下）

通知書により当該派遣申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、派遣が可能な意思疎通支援者を選考の上、別に定める依頼書によ

り意思疎通支援者に依頼するものとする。ただし、緊急その他の理由により

やむを得ないと認めるときは、この限りでない。 

（費用の負担） 

第１４条 意思疎通支援者の派遣に要する費用負担は、無料とする。ただし、

意思疎通支援業務を行う際に必要となる意思疎通支援者に係る入場料、参加

費その他これらに類する費用は、派遣申請者の負担とする。 

（派遣の停止等） 

第１５条 市長は、派遣申請者が虚偽の申請によって意思疎通支援者の派遣の

決定を受けたときは、意思疎通支援者の派遣を停止し、又は意思疎通支援者



の派遣に係る費用の全部若しくは一部の負担を当該派遣申請者に命ずること

ができる。 

（報告） 

第１６条 意思疎通支援者は、意思疎通支援業務が終了したときは、別に定め

る派遣業務報告書を意思疎通支援業務を行った日の属する月の翌月の１０日

までに市長に提出するものとする。 

（派遣の報償金等） 

第１７条 市長は、派遣業務報告書により適正に意思疎通支援業務が行われた

ことを確認したときは、別表に定める基準により報償金等を意思疎通支援者

に支払うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、第１１条第２項後段の規定により手話

通訳者又は要約筆記者の派遣を依頼したときは、派遣を依頼した他の市町村

が定める基準により算出した費用を負担するものとする。 

（意思疎通支援者の技術及び知識の向上） 

第１８条 市長は、意思疎通支援者の技術及び知識の向上に資するための研修

を開催し、又は三重県等の開催する研修への参加に配慮しなければならない。 

（頸肩腕障害に関する健康診断） 

第１９条 市長は、意思疎通支援業務の特殊性により発症が危惧される頸肩腕

障害、メンタルストレスに起因する疾患等の健康障害を予防し、意思疎通支

援者の健康保持を図り、もって事業全体の健全な運営を確保するため、必要

に応じ、意思疎通支援者の頸肩腕障害に関する健康診断を実施するものとす

る。 

（運営懇話会） 

第２０条 市長は、意思疎通支援事業に関し広く意見を聴くため、運営懇話会

を設置し、事業の効率的な運営を図るものとする。 

２ 運営懇話会は、次に掲げる者によって構成するものとする。 

⑴ 聴覚障害者等で構成する団体から選出された者又は聴覚障害者等 

⑵ 意思疎通支援者 

⑶ 前２号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの 

（委任) 

第２１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この訓は、平成３０年４月１日から施行する。 



別表（第１７条関係） 

項目 基準 金額 

報償金 派遣申請者との待合わせ

時間から意思疎通支援業

務の終了時間までの時間

に派遣業務報告書の作成

に要した時間を加算した

時間（別途打合せを行っ

た場合は、当該打合せに

要した時間を加算した時

間）に対して支給する。 

１時間まで 

 

 

 

１，５００円 

１時間を超えた

場合は３０分ご

と（３０分未満

の端数があると

きは、３０分と

する。） 

７５０円 

交通費 自宅から意思疎通支援業

務の実施場所までの往復

に要した費用に対して支

給する。 

 

公共交通機関又

は高速道路等の

有料道路（２区

間以上）を利用

した場合 

実費 

自家用車を使用

した場合 １キ

ロメートルにつ

き 

３７円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式（第６条関係） 

（表） 

 

登録番号 （記号番号） 

津市意思疎通支援者証 

 

  氏 名 

 

  住 所 

 （写真）  

 
  上記の者は、津市意思疎通支援事業において、意思疎通支援者として 
 

登録された者であることを証明する。 
 

         年  月  日 

 

津市長 （氏   名） □印    

 

（裏） 

 

１ 本証は、意思疎通支援業務を行うときは、常に携帯すること。 

 

２ 本証は、関係人の請求があったときは、これを提示すること。 

 

３ 本証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 

 

４ 本証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を受けること。 

 

５ 意思疎通支援者としての登録が取り消されたときは、本証を直ちに返

還すること。 

 

 

 


